
工  事  成  績  評  定  要  領  

 

（趣旨）  

第１条  この要領は、刈谷市が施行する建設工事（以下「工事」という。）の成績

評定 (以下「評定」という。 )に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施

を図り、もって契約者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。  

（評定対象工事）  

第２条  評定の対象となる工事は、設計金額が２００万円を超える工事とする。

ただし、工事の性質により工事の評定の必要がないものはこの限りでない。  

（評定者）  

第３条  工事の評定を行う者（以下「評定者」という。）は、専任監督員、総括監

督員及び検査職員とする。  

（評定の方法）  

第４条  工事の評定は、工事ごとに、評定者が独立して的確かつ厳正に評価を行

うものとする。  

２  工事の評定は、別に定める工事成績評定表により行うものとする。  

（評定の時期）  

第５条  工事の評定の実施時期は次による。  

(1) 専任監督員及び総括監督員は工事が完成した時。  

(2) 検査職員は完了検査を実施した時。  

（評定の報告等）  

第６条  評定者は工事の評定を行ったときは、刈谷市工事施工に関する事務取扱

要領（以下「要領」という。）第４０条第１項の規定に基づく完了検査調書に、

工事成績評定書（様式１）及び工事項目別成績評定書（様式２）を添えて契約

担当者に直ちに報告するものとする。  

２  契約検査課長は、要領第４４条の規定に基づく工事検査結果通知書に、工事

項目別成績評定書（様式２）を添えて工事担当課長に通知するものとする。  

（評定結果の通知）  

第７条  工事担当課長は、要領第４５条第１項第 1 号の規定に基づく検査合格通

知書に、工事項目別成績評定書（様式２）を添えて契約者に通知するものとす

る。  

（評定の修正）  

第８条  瑕疵が判明した場合等で評定を修正すべきと認める場合は、評定を修正

し、その結果を当該工事の契約者に通知するものとする。  

（説明請求等）  

第９条  前２条による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して１４日（休

日を含む。）以内に、書面により、市長に対し評定内容の説明を求めることがで

きるものとする。  

２  市長は、前項による説明を求められたときは、工事担当課等長と協議し、工

事成績評定に係る説明書（別紙）により回答するものとする。  

 



附   則  

（施行期日）  

１  この要領は、平成１８年４月 1 日から施行する。  

２  この要領は、 平成１８年４月１日以後に工事請負契約を締結した工事から適

用し、同日前の工事請負契約に係る工事成績評定については、従前の例による。  

附   則  

（施行期日）  

１  この要領は、平成２０年４月 1 日から施行する。  

２  この要領は、 平成２０年４月１日以後に工事請負契約を締結した工事から適

用し、同日前の工事請負契約に係る工事成績評定については、従前の例による。  

附   則  

（施行期日）  

１  この要領は、平成２５年４月 1 日から施行する。  

２  この要領は、 平成２５年４月１日以後に工事請負契約を締結した工事から適

用し、同日前の工事請負契約に係る工事成績評定については、従前の例による。  

附   則  

この要領は、平成２８年４月 1 日から施行する。  

附   則  

この要領は、平成２９年４月 1 日から施行する。  

附   則  

この要領は、令和８年４月 1 日から施行する。  



（別紙）  

  年   月   日  

 

             様  

 

 

刈谷市長              

 

 

工事成績評定に係る説明書（回答）  

 

    年  月  日付で貴社から説明を求められましたこのことについては、

下記のとおりです。  

 

記  

１  工 事 名   

２  路 線 等 名 称   

３  工 事 場 所   

４  請求に対する説明   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  送付先及び問合せ先  

  〒４４８－８５０１  

  愛知県刈谷市東陽町１丁目１番地  

  刈谷市総務部契約検査課  

  電話  ０５６６（６２）１００３   



 

 

 

工 事 成 績 評 定 表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刈谷市総務部契約検査課



 

1.  工事成績評定書        （様式１）  

 

2.  工事項目別成績評定書     （様式２）  

 

3.  工事成績採点表        （様式３）  

 

4.  細目別評定点採点表      （様式４）  

 

5.  標準土木工事成績考査項目表  （様式５）  

（契約金額が５００万円以上の下記以外の工事対象）  

 

6.  標準建築工事成績考査項目表  （様式６）  

（契約金額が５００万円以上の建築工事、電気工事、管工事対象） 

 

7.  小規模工事成績考査項目表   （様式７）  

   （契約金額が５００万円未満の工事対象）  

 

 



様式１

氏
名

氏
名

氏
名

氏
名

a b c d e a b c d e aa' bb' c d e a a' b b' c d e

     

     

              

          

          

     

                 

                 

        

 

 

   

点 点 点 点

① 点 ② 点 ③ 点 ④ 点

点

点

点

点

評定点計

検査職員

所見

専任監督員

総括監督員

７ 法令遵守

 評定点合計

・評定点計＋７＋８

８　総合評価履行確認

・既存部分（中間）検査があった場合：(①×0.4+②×0.2+③×0.2+④×0.2)=評定点計
※但し、③（既済、中間）が２回以上の場合は平均値
・既存部分（中間）検査がなかった場合：(①×0.4+②×0.2+④×0.4)=評定点計

   加減点合計（1+2+3+4+5+6）

評定点（65点±加減点合計）  

４ 工事特性 Ⅰ施工条件への対応

５ 創意工夫 Ⅰ創意工夫

６ 社会性 Ⅰ地域への貢献等

２ 施工状況

Ⅰ施工管理

Ⅱ工程管理

Ⅲ安全対策

Ⅳ対外関係

３ 出来形及び
　出来ばえ

Ⅰ出来形

Ⅱ品質

Ⅲ出来ばえ

項目 細別

１ 施工体制
Ⅰ施工体制一般

Ⅱ配置技術者

完了年月日

検査年月日

考査項目

専任監督員 総括監督員 検査職員（指定部分完了） 検査職員(完了）

路線名

工期

工事成績評定書

工事場所

契約者

契約金額

整理番号

工事名

  

  



様式２

工 事 名

路 線 名

契 約 者 名

評価項目 細別 評定点 ／ 満点

Ⅰ施工体制一般 ／ 3.3 点

Ⅱ配置技術者 ／ 4.1 点

Ⅰ施工管理 ／ 13.0 点

Ⅱ工程管理 ／ 8.1 点

Ⅲ安全対策 ／ 8.8 点

Ⅳ対外関係 ／ 3.7 点

Ⅰ出来形 ／ 14.9 点

Ⅱ品質 ／ 17.4 点

Ⅲ出来ばえ ／ 8.5 点

４ 工事特性（加点のみ） Ⅰ施工条件への対応 ／ 7.3 点

５ 創意工夫（加点のみ） Ⅰ創意工夫 ／ 5.7 点

６ 社会性等（加点のみ） Ⅰ地域への貢献等 ／ 5.2 点

７ 法令遵守等（減点のみ） 点

８　総合評価履行確認（減点のみ） 点

／ 100 点

点

２ 施工状況

３ 出来形及び出来ばえ

工事項目別成績評定書

評　定　点　合　計

 評　定　点　（計）　　

１ 施工体制

 



 

様式３

考査項目 細別 a b c d e a b c d e a a' b b' c d e a a' b b' c d e

Ⅰ施工体制一般 +1.0 +0.5 0 -5.0 -10

Ⅱ配置技術者 +3.0 +1.5 0 -5.0 -10

Ⅰ施工監理 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10 +5.0 +2.5 0 -7.5 -15 +5.0 +2.5 0 -7.5 -15

Ⅱ工程管理 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10 +2.0 +1.0 0 -7.5 -15

Ⅲ安全対策 +5.0 +2.5 0 -5.0 -10 +3.0 +1.5 0 -7.5 -15

Ⅳ対外関係 +2.0 +1.0 0 -2.5 -5.0

Ⅰ出来形 +4.0 +2.0 0 -2.5 -5.0 +10 +7.5 +5.0 +2.5 0 -10 -20 +10 +7.5 +5.0 +2.5 0 -10 -20

Ⅱ品質 +5.0 +2.5 0 -2.5 -5.0 +15 +12 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25 +15 +12 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25

Ⅲ出来ばえ +5.0 +2.5 0 -5.0 +5.0 +2.5 0 -5.0

４工事特性 Ⅰ施工条件への対応

５創意工夫 Ⅰ創意工夫

６社会性等 Ⅰ地域への貢献等 +10 +5.0 0

加減点合計 （1+2+3+4+5+6） ± 点 ± 点 ± 点 ± 点

評定点 （65点+加減点合計） ① 点 ② 点 ③ 点 ④ 点

評定点計 点

７法令遵守等 点

８総合評価履行確認 履行 不履行 対象外 点

評定点合計 点 ○評定点計＋7+8

○指定部分の完了があった場合：①×0.4＋②×0.2＋（③＋④）/2×0.4
※ただし、指定部分完了が２回以上の場合は平均値
○指定部分完了がなかった場合　①×0.4＋②×0.2＋④×0.4

工事成績採点表　　（完了　指定部分完了）

検査職員(指定部分完了） 検査職員（完了）

+20～0

+7.0～0

１施工体制

２施工状況

３出来形及び
出来ばえ

専任監督員 総括監督員

 

 



 

様式４

Ⅰ施工体制一般 （　　）×0.4+2.9= 点 / 3.3点

Ⅱ配置技術者 （　　）×0.4+2.9= 点 / 4.1点

Ⅰ施工監理 （　　）×0.4+2.9= 点 （　　）×0.4+6.5= 点 （　　）×0.4+6.5= 点 / 13.0点

Ⅱ工程管理 （　　）×0.4+2.9= 点 （　　）×0.2+3.2= 点 / 8.1点

Ⅲ安全対策 （　　）×0.4+2.9= 点 （　　）×0.2+3.3= 点 / 8.8点

Ⅳ対外関係 （　　）×0.4+2.9= 点 / 3.7点

Ⅰ出来形 （　　）×0.4+2.8= 点 （　　）×0.4+6.5= 点 （　　）×0.4+6.5= 点 / 14.9点

Ⅱ品質 （　　）×0.4+2.9= 点 （　　）×0.4+6.5= 点 （　　）×0.4+6.5= 点 / 17.4点

Ⅲ出来ばえ （　　）×0.4+6.5= 点 （　　）×0.4+6.5= 点 / 8.5点

４工事特性 Ⅰ施工条件への対応 （　　）×0.2+3.3= 点 / 7.3点

５創意工夫 Ⅰ創意工夫 （　　）×0.4+2.9= 点 / 5.7点

６社会性等 Ⅰ地域への貢献等 （　　）×0.2+3.2= 点 / 5.2点

７法令遵守等 （　　）×１= 点

８総合評価履行確認 （　　）×１= 点

評定点合計 / 100点

○指定部分の完了があった場合：①×0.4＋②×0.2＋（③＋④）/2×0.4
※ただし、指定部分完了が２回以上の場合は平均値
○指定部分完了がなかった場合　①×0.4＋②×0.2＋④×0.4

検査職員（完了） 細別評定点

細目別評定点採点表

履行　不履行　対象外

専任監督員 総括監督員 検査職員(指定部分完了）考査項目 細別

２施工状況

１施工体制

３出来形及び
出来ばえ


